
１，公益的機能別施業森林等

（１）水源の涵養機能の維持増
進を図る森林施業を推進すべき
森林

（２）土地に関する災害の防止機
能及び土壌の保全の機能の維
持増進を図る森林施業を推進す
べき森林

（３）快適な環境の形成の機能
の維持増進を図る森林施業を推
進すべき森林

（４）保健文化機能の維持増進を
図るための森林施業を推進す
べき森林

（５）木材の生産機能の維持増
進を図るための森林施業を推進
すべき森林

２，基幹路網

（１）林道

（２）林道開設予定

（３）林業専用道

（４）林業専用道開設予定

凡例
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【別表１】 西目
森林の区域

林班 小　　班
21 101.36
22 59.13

合計 160.49
林班 小　　班 面積（ｈａ）

別表１－１に記載

合計
林班 小　　班 面積（ｈａ）

19 59,60,63, 5.62
28 1,1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,2,45-2, 16.36

合計 21.98
林班 小　　班 面積（ｈａ）

20 7,8,8-1,9-1,9-2,9-3,9-4,9-5,9-6,9-7, 18.15
21 13,13-1,13-2,13-3,13-4,13-5,13-6,14,15,16,17,18,19,19-1, 33.03

20,20-1,21,22,23,24,25,25-1,26,26-1,27,28,29,30,31,32,
32-1,33,34,34-1,35,36,36-1,

22 153,153-1,153-2,154,154-1,154-2, 2.23

合計 53.41
林班 小　　班 面積（ｈａ）

合計

区　　分

土地に関する
災害の防止機
能及び土壌の
保全の機能の
維持増進を図
るための森林
施業を推進す
べき森林

快適な環境の
形成の機能の
維持増進を図
るための森林
施業を推進す
べき森林

面積（ｈａ）

保健文化機能
の維持増進を
図るための森
林施業を推進
すべき森林

木材の生産機能の維持増進を
図るための森林施業を推進す
べき森林

土地に関する
災害の防止機
能及び土壌の
保全の機能、
快適な環境の
形成の機能又
は保健文化機
能の維持増を
図るための森
林施業を推進
すべき森林

水源の涵養の機能の維持増進
を図るための森林施業を推進
すべき森林



【別表１－１】 西目
森林の区域

林班 小　　班
8 203,203-1,203-2,203-3,203-4,203-5,203-6,203-7, 21.52

203-8,203-9,203-10,203-11,203-12,203-13,203-14,
203-15,203-16,203-17,

9 40,40-1,40-2,40-3,40-4,40-5,40-6,45,45-1,45-2,45-3, 17.52
45-5,45-6,46-1,46-2,46-3,46-4,46-5,47,

13 24,24-1,24-2,24-3,56 6.96
24 60,60-1,60-2 4.75
25 71,72,76,77,77-1,77-2,78, 3.92
28 3-1,4,5,36-3,36-5,36-6,36-7,40,52,56,56-1, 11.95

合計 66.62

土地に関する災害の
防止機能及び土壌の
保全の機能、快適な環
境の形成の機能又は
保健文化機能の維持
増を図るための森林
施業を推進すべき森
林

面積（ｈａ）
土地に関する
災害の防止機
能及び土壌の
保全の機能の
維持増進を図
るための森林
施業を推進す
べき森林

区　　分



【別表２】 西目

林 小　　班
21 101.36
22 59.13

合 160.49
林 小　　班 面積（ｈａ）

別表２－１に記載

合
林 小　　班 面積（ｈａ）

合
林班 小　班 面積（ｈａ）
19 59,60,63, 5.62
20 7,8,8-1,9-1,9-2,9-3,9-4,9-5,9-6,9-7, 18.15
21 13,13-1,13-2,13-3,13-4,13-5,13-6,14,15,16,17,18,19,19-1, 33.03

20,20-1,21,22,23,24,25,25-1,26,26-1,27,28,29,30,31,32,
32-1,33,34,34-1,35,36,36-1,

22 153,153-1,153-2,154,154-1,154-2, 2.23
28 1,1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,2,3-1,4,5,36-3,36-5,36-6, 28.31

36-7,40,45-2,52,56,56-1,
合 87.34
林 小　　班 面積（ｈａ）

合

特定広葉樹の
育成を行う森
林施業を推進
すべき森林

森林の区域

複
層
林
施
業
を
推
進
す
べ
き
森
林

長伐期施業を
推進すべき森
林

面積（ｈａ）

土地に関する災害
の防止機能及び
土壌の保全の機
能、快適な環境の
形成の機能又は
保健文化機能の
維持増を図るため
の森林施業を推
進すべき森林

複層林施
業を推進
すべき森
林（択伐
によるも
のを除く）

択伐によ
る複層林
施業を推
進すべき
森林

区　　分 施業の方法
水源の涵養の機
能の維持増進を
図るための森林施
業を推進すべき森
林

伐期の延長を
推進すべき森
林
（標準伐期齢
+10年）



【別表２－１】 西目
区　　分 施業の方法 森林の区域

林班 小　　班
8 203,203-1,203-2,203-3,203-4,203-5,203-6,203-7, 21.52
203-8,203-9,203-10,203-11,203-12,203-13,203-14,
203-15,203-16,203-17,

9 40,40-1,40-2,40-3,40-4,40-5,40-6,45,45-1,45-2,45-3, 20.43
45-5,45-6,46-1,46-2,46-3,46-4,46-5,47,

13 24,24-1,24-2,24-3,56 6.96
24 60,60-1,60-2 4.72
25 71,72,76,77,77-1,77-2,78, 3.66

合計 57.29

長伐期施業を
推進すべき森
林

※主伐の時期
は標準伐期齢
の概ね２倍以上
とする。

面積（ｈａ）
土地に関する災害
の防止機能及び土
壌の保全の機能、
快適な環境の形成
の機能又は保健文
化機能の維持増を
図るための森林施
業を推進すべき森
林


